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記述情報の好開示のポイント

＜2021年3月期決算＞

金融庁企画市場局企業開示課
課長補佐 花上 康孝

企業会計専門官 船木 博文
係長 吉田 圭吾

１．はじめに

企業情報の開示は，投資家の投資判断に必要
な情報を提供することを通じて，資本市場にお
ける効率的な資源配分を実現するための基本的
なインフラであり，投資判断に必要とされる情
報を十分かつ正確に，また適時にわかりやすく
提供することが求められます。

金融庁では，ルールへの形式的な対応にとど
まらない開示の充実に向けた企業の取組みを促
すため，「記述情報の開示に関する原則」を公
表するとともに，開示の好事例を全体に浸透さ
せるため，「記述情報の開示の好事例集」の公
表・更新を行っています。

本稿では，本年３月22日に最終更新した「記
述情報の開示の好事例集2020」（以下「好事例集」

という）の内容を紹介しながら，2021年３月期
における記述情報の好開示のポイントについて
説明いたします。

なお，本稿中の意見にわたる部分については，
筆者らの個人的見解であることをあらかじめ申
し添えます。

２．好事例集の概要

まず，好事例集（図表１）の概要を説明いたし
ます。

金融庁では，開示の好事例の検討にあたり，

投資家・アナリスト及び企業の皆様からなる勉
強会を開催しております。勉強会では，投資家・
アナリストの皆様から望ましい開示に関する意
見をいただくとともに，企業の皆様からは開示
の充実にあたって実際に行っている取組みや抱
えている悩みなど，さまざまな現場の声を共有
していただきました。好事例集は，この勉強会
で議論いただいた開示例を中心に取りまとめた
ものです。

本年度版の好事例集は，大きく２つの項目に
分けた構成としております。

１つ目は，「個別事項に関する開示例」として，
「新型コロナウイルス感染症」と「ESG」に関
する事例を取り上げたものです。これらは，多
くの企業の経済活動や経営戦略に重要な影響を
与え，また財務諸表利用者の関心も高いテーマ
として，本年度版の好事例集より新たに取り上
げているものです。

２つ目は，「有価証券報告書等の主要項目に
関する開示例」として，経営方針，事業等のリ
スク，ガバナンス情報等，有価証券報告書の各
項目に対応する事例を取り上げたものです。開
示の充実を求める改正内閣府令（2019年１月31

日に公布・施行された「企業内容等の開示に関す

る内閣府令の一部を改正する内閣府令」）が全面適
用となった2020年３月期の有価証券報告書の
事例を中心に掲載しています。
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しての記載が必要となる点に留意が必要です。
本年度の有価証券報告書の作成にあたっては，
財務諸表における注記の内容が内閣府令で求め
ている開示事項を満たしているかを検討し，
MD＆Aとしての記載が十分であるかを確認す
ることが期待されます。

なお，新型コロナウイルス感染症の影響に係
る会計上の見積りについては，２月10日に，
企業会計基準委員会の議事概要「会計上の見積
りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影
響の考え方」が更新され，「会計上の見積りの
開示に関する会計基準」に基づく注記事項と追
加情報の開示の考え方が整理されています。

ここでは，新型コロナウイルス感染症の影響
のように不確実性が高い事象についても，一定
の仮定を置き最善の見積りを行う必要があるこ
と，企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理
である場合を除き，最善の見積りを行った結果
として見積もられた金額については，事後的な
結果との間に乖離が生じたとしても，「会計上
の見積りの誤り」にはあたらないこと等が述べ
られています。

この点，投資家に対する有用な情報開示の観
点からは，MD＆Aにおいてもより具体的な開

示が期待されていると考えられます。そのため，
財務諸表における注記や追加情報において，新
型コロナウイルス感染症の影響を具体的に記載
しきれない場合には，それらを補足する内容を，
MD＆Aの「会計上の見積り」に記載すること
が有用と考えられます。

なお，MD＆Aでは，見積りに用いた仮定が
変動することによる経営成績等への影響等につ
いて記載することが期待されています。この経
営成績等への影響については，可能であれば定
量的な記載が望ましいですが，定量的に測定す
ることが困難な場合は，想定されるシナリオ等
を定性的に分かりやすく記載することが重要と
考えられます。

開示例７は本田技研工業（株）の事例です。
MD＆Aと財務諸表注記における重要性の考え
方について参考となる事例です。
「重要な会計方針は，連結財務諸表注記の重

要な会計方針に記載されています」とした上で，
経営者が認識している特に重要な見積りを伴う
会計方針の説明につなげています。経営者が見
積り項目のうち，特に何を重視しているか，ど
こに大きなリスクを感じているかが読み手にも
伝わりやすい開示であると考えられます。

【開示例７】本田技研工業（株）有価証券報告書（2020/３期）P36

【経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】※一部抜粋
（2）経営成績等の状況の分析

② 特に重要な見積りを伴う会計方針について
（中略）

次に挙げるものは，当社および連結子会社のすべての会計方針を包括的に記載するものではありま
せん。当社および連結子会社の重要な会計方針は，連結財務諸表注記の「3 重要な会計方針」に記載
されています。

連結財務諸表に関して，認識している特に重要な見積りを伴う会計方針は，以下のとおりです。

（製品保証）
（中略）

当社は，見積りの変化が親会社の所有者に帰属する当期利益に重要な影響を及ぼす可能性があり，本
質的に不確実な将来のクレームの頻度と金額を見積ることが必要となるため，製品保証引当金に関す
る見積りを，「特に重要な会計上の見積り」に該当すると考えています。
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この他，好事例集には，無形資産の評価につ
いて定量的な情報も含めて見積り方法を具体的
に記載している事例や見積りに用いた指標が変
動した場合の財務諸表への影響額を記載してい
る事例等を掲載しています。

（6） 監査の状況
監査の状況は，2020年３月期より改正内閣

府令が全面適用となり，開示の拡充が求められ
ています。

監査役会等の活動状況では，監査役会等の開
催頻度や個々の監査役等の出席状況に加え，監
査における主な検討事項を記載することが求め
られています。重点監査項目として識別した事項
や実施内容を具体的に記載することが重要です。

【開示例８】味の素（株）有価証券報告書（2020/３期）P68

【コーポレート・ガバナンスの状況等】※一部抜粋
（3）【監査の状況】
 ① 監査役監査の状況

2．監査役会の活動状況
監査役会は，取締役会開催に先立ち月次に開催される他，必要に応じて随時開催されます。当事業

年度は合計14回開催し，1回あたりの所要時間は約2時間でした。年間を通じ次のような決議，報告，
審議・協議がなされました。

決議11件：監査役監査方針・監査計画・職務分担，会計監査人候補の選定，会計監査人の監査報
酬に対する同意，監査役会の監査報告書，監査役選任議案に対する同意，監査役室予算の策定，会計
監査人の監査報酬追加同意等

報告44件：取締役会議題事前確認，監査役月次活動状況報告および社内決裁内容確認，監査役ホッ
トライン通報報告，会計監査人の選任プロセス状況報告等

審議・協議 8件：監査役活動年間レビュー，会計監査人の評価および再任・不再任，監査報告書案
等

また，監査役会を補完し，各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を毎月
1回開催しています（当事業年度12回実施）。

【開示例９】不二製油グループ本社（株）有価証券報告書（2020/３期）P46

【コーポレート・ガバナンスの状況等】 ※ 一部抜粋
（3）【監査の状況】

① 監査役監査の状況
（6）新型コロナウイルス感染症の影響下における監査業務対応

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，事業年度内に計画していた海外往査のうち1件が実
施不可能となりましたが，翌事業年度に繰り越して実施することを予定しております。なお，新型
コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより，なおも現地を訪問する形での監査が困難
な場合には，Web会議システムの活用等の代替的な対応を予定しております。

また，新型コロナウイルス感染症の拡大の会計監査人による監査業務への影響については，会計
監査人から適時適切に報告を受け，また，そのような状況の中で適正な監査を担保するために会計
監査人が適切な手段及び方法により対応したことにつき，会計監査人とのWeb会議システムを活用
したコミュニケーションを通して確認いたしました。結果として，監査手続きも大きな遅延はなく
概ね予定どおりに完了しております。

今後，新型コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより，監査の遂行に支障をきたす
何らかの異常な事象が生じるリスクに対しては，地域統括会社の経営管理体制に対するモニタリン
グ強化，会計監査人とのコミュニケーション及び連携の強化を図り，また，往査については監査対
象とする事業単位からの関連資料の取得，Web会議システムの活用等の代替的な手段や方法を組み
合わせて実施することにより，監査の質の維持向上に努め，適正な監査を確保するように対応をし
てまいりたいと考えております。
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また，会計監査の状況では，企業が適正な監
査の確保に向けて監査人と行っている取組みや
監査人の選任方針・理由等に加え，監査人の実
質的な継続監査期間やネットワークベースの報
酬額，業務内容等の記載が求められています。

なお，2021年３月期から全面適用となる監
査上の主要な検討事項（KAM）について，監査
の状況にその検討過程を記載することも有用と
考えられます。記載内容の決定にあたって，会
計監査人とどのような議論を行ったか，リスク
を絞り込む上でどのような点が考慮されたかと
いった内容を記載することで，会計監査に対す
る理解がより深まるとともに，KAMの実効性
の向上にもつながると考えられます。

開示例８は味の素（株）の事例です。監査役会
の活動状況として，１回あたりの所要時間に加
え，決議，報告，審議・協議の件数と主な内容
を具体的に記載しています。監査役会の権限の
範囲や議論の状況について理解が進む開示であ
り，監査役会が有効に機能しているかどうかを
判断する上でも，有用な情報を提供していると
考えられます。

開示例９は不二製油グループ本社（株）の事例
です。新型コロナウイルス感染症の影響下にお
ける監査業務への影響や対応について記載して
います。

計画していた監査役等の活動のうち，新型コ
ロナウイルス感染症の影響によって実施困難と
なったものがあれば，その内容を記載するとと
もに，代替的な対応等を記載することが期待さ
れますが，この点において参考となる事例であ
ると考えられます。

この他，好事例集には，監査重点項目につい
て実施した内容を課題も含めて具体的に記載し
ている事例や会計監査人の異動に関する事例等
を掲載しています。

（7） 役員の報酬等
役員の報酬等では，主に報酬の決定・支給の

方法やこれらに関する考え方，業績連動報酬に
係る指標の目標及び実績，報酬決定プロセスの
客観性・透明性のチェックを可能とするための
報酬決定の枠組み等の記載が求められています。
報酬体系が中長期的な企業価値の向上につなが
るような枠組みとなっていることが重要であり，
業績連動報酬については，KPIの目標と実績に
加えて，そのKPIを設定した理由についても具
体的に記載することが期待されます。

開示例10はアステラス製薬（株）の事例です。
賞与（短期インセンティブ報酬）について，業績
評価指標ごとの評価割合，目標，実績，評価係
数を記載するとともに，全体の賞与支給率を記
載しています。

なお，同社の有価証券報告書には，報酬体系
の全体像，報酬の種類ごとの業績評価指標や計
算方法，報酬決定に関する議論の内容等も具体
的に記載されており，役員報酬制度全体につい
て理解が進む開示であると考えられます。

この他，好事例集には，KPIの設定理由や内
容を記載している事例や報酬委員会等の活動内
容を記載している事例等を掲載しています。役
員の報酬等は開示の充実が進んでいる項目の一
つであり，図表・グラフ等も交えながら，財務
諸表利用者が読みやすくなるような工夫がなさ
れている事例が多い点も特徴的です。

（8） 株式の保有状況（政策保有株式）
政策保有株式に関する開示は，投資家が好開

示と考える開示と実際の開示の乖離が大きいと
の意見が聞かれたことを踏まえ，2019年11月
に，好事例集の公表に代えて，投資家が期待す
る好開示のポイントを例示として公表しました。

2020年３月期の有価証券報告書では，依然
として，投資家の期待と現状の開示の乖離が大
きいとの意見が聞かれている一方，好開示のポ




